
平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 18 19 1３

平成 年 月 日（火）

号外第 号

15 18

19

３

毎週火 金曜日発行･

公布 条例

◇ 鳥取県特定非営利活動促進法施行条例 一部 改正 条例（ ）（県民活動推進課）………

鳥取県非営利公益活動促進条例 一部 改正 条例（ ）（〃）………………………………

鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例（ ）（住宅環境課）………

鳥取県園芸産地担 手確保対策事業助成条例 一部 改正 条例（ ）（生産振興課）……

鳥取県漁港管理条例及 鳥取県港湾管理条例 一部 改正 条例（ ）（空港港湾課）……

◇鳥取県特定非営利活動促進法施行条例 一部 改正 条例

事業報告書等 提出 、毎事業年度（現行 毎年（事業年度 設 場合 、毎事業年度））初

月以内 行 。（第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県非営利公益活動促進条例 一部 改正 条例

非営利公益活動 、次 活動 加 。（第 条関係）

（ ） 学術 振興 図 活動

（ ） 情報化社会 発展 図 活動

（ ） 科学技術 振興 図 活動

（ ） 経済活動 活性化 図 活動

（ ） 職業能力 開発又 雇用機会 拡充 支援 活動

（ ） 消費者 保護 図 活動

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

知事 指定 県営住宅 優先的 選考 入居 者 、 病療養所入所者等

加 。（第 条関係）

境港団地 廃止 。（別表第 、別表第 関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県園芸産地担 手確保対策事業助成条例 一部 改正 条例

平成 年 月 日以後 野菜又 花 対 退職後継者等研修推進事業補助金 対象 市町村 実施

退職後継者等研修推進事業 平成 年 月 日前（現行 平成 年 月 日前） 交付決定
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改 正 後 改 正 前

（役員 住所又 居所 証 書面）

第 条 法第 条第 項第 号 （法第 条第 項

準用 場合 含 。） 規定 役員 住所又

居所 証 書面 、次 掲 。

（ ）～（ ） 略

略

（事業報告書等 提出及 閲覧）

第 条 法第 条第 項 規定 書類 提出 、毎

年（事業年度 設 場合 、毎事業年度）初

月以内 行 。

略

（役員 住所又 居所 証 書面）

第 条 法第 条第 項第 号 （法第 条第 項

準用 場合 含 。） 規定 役員 住所又

居所 証 書面 、次 掲 。

（ ）～（ ） 略

略

（事業報告書等 提出及 閲覧）

第 条 法第 条第 項 規定 書類 提出 、毎

事業年度初 月以内 行 。

略
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の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

退職後継者等研修推進事業補助金 係 限 。（附則関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県漁港管理条例及 鳥取県港湾管理条例 一部 改正 条例

鳥取県漁港管理条例 一部改正

工作物 設置 目的 漁港施設 占用 許可期間 年以内（現行 年以内） 。

（第 条関係）

鳥取県港湾管理条例 一部改正

（ ） 工作物 設置 場合 港湾施設用地 使用 許可期間 年以内（現行 年以内）

。（第 条関係）

（ ） 他所要 規定 整備 行 。

施行期日

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県特定非営利活動促進法施行条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県特定非営利活動促進法施行条例 一部 改正 条例

鳥取県特定非営利活動促進法施行条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。
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改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 条例 「非営利公益活動」 、次

掲 活動 、不特定 多数 利益

増進 寄与 目的 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 学術、文化、芸術又 ー 振興 図 活

動

（ ）～（ ） 略

（ ） 情報化社会 発展 図 活動

（ ） 科学技術 振興 図 活動

（ ） 経済活動 活性化 図 活動

（ ） 職業能力 開発又 雇用機会 拡充 支援

活動

（ ） 消費者 保護 図 活動

（ ） 略

及 略

（定義）

第 条 条例 「非営利公益活動」 、次

掲 活動 、不特定 多数 利益

増進 寄与 目的 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 文化、芸術又 ー 振興 図 活動

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

及 略
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附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

条例 施行 際事業年度 設 特定非営利活動法人（特定非営利活動法人 設立 認証 申請

係 団体 含 。） 当初 事業年度 開始 日 前日 期間 係 改正後 鳥取県特定非営

利活動促進法施行条例第 条第 項 規定 適用 、同項中「毎事業年度」 、「毎年」

。

鳥取県非営利公益活動促進条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県非営利公益活動促進条例 一部 改正 条例

鳥取県非営利公益活動促進条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号（以下「移動号」 。） 対応 同表 改正後 欄

中号 表示 下線 引 号（以下「移動後号」 。） 存在 場合 、当該移動号 当該移動後号

、移動後号 対応 移動号 存在 場合 、当該移動後号（以下「追加号」 。） 加 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分（号 表示及 追加号 除 。） 加 。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。
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改 正 後 改 正 前

（入居者 選考）

第 条 略

及 略

知事 、第 項 規定 者 次 掲 者

、前 項 規定 、知事 指定

県営住宅 優先的 選考 入居

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 病療養所入所者等 対 補償金 支

給等 関 法律（平成 年法律第 号）第 条

規定 病療養所入所者等

別表第 （第 条 関係）

名 称 位 置

略

上道団地 境港市上道町

略

別表第 （第 条関係）

名 称 委託先

略

渡団地 外江団地 弥生団地 上道

団地 高松団地 美保団地 誠道団

地 余子団地 夕日 丘団地
境港市

略

（入居者 選考）

第 条 略

及 略

知事 、第 項 規定 者 次 掲 者

、前 項 規定 、知事 指定

県営住宅 優先的 選考 入居

。

（ ）～（ ） 略

別表第 （第 条 関係）

名 称 位 置

略

境港団地

上道団地
境港市上道町

略

別表第 （第 条関係）

名 称 委託先

略

渡団地 外江団地 弥生団地 境港

団地 上道団地 高松団地 美保団

地 誠道団地 余子団地 夕日 丘

団地

境港市

略

の

び

は に する のうち に げる に

ついては の にかかわらず が し

た に に して させることができ

る

ハンセン に する の

に する に

するハンセン

の

ヶ

の

び

は に する のうち に げる に

ついては の にかかわらず が し

た に に して させることができ

る

の

ヶ

７

２ ３

４ １

２

１ ８

９

２

１ ２ ２

２

７

２ ３

４ １

２

１ ８

１ ２ ２

２

13 63

26 26

鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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の の の の で まれた を の の の の で まれた に める
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３

鳥取県条例第 号32



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 18 19 5３

改 正 後 改 正 前

附 則

～ 略

（平成 年 月 日以後 特例）

平成 年 月 日以後 実施 果樹 関 退

職後継者等研修推進事業、果樹園規模拡大等推進事業

及 果樹作業受託推進事業 対 条例 適用

、第 条 表 項中「退職後継者等研修推

進事業 実施 市町村」 「平成 年 月

日前 交付決定 退職後継者等研修推進事業補

助金 係 果樹 関 退職後継者等研修推進事業

実施 市町村」 、同表 項中「果樹園規模拡大

等推進事業 実施 市町村」 「平成 年

月 日前 交付決定 果樹園規模拡大等推進事

業補助金 係 果樹園規模拡大等推進事業 実施

市町村」 、同表 項中「果樹作業受託推進事業

実施 市町村」 「平成 年 月 日前

交付決定 果樹作業受託推進事業補助金 係 果

樹作業受託推進事業 実施 市町村」 。

（平成 年 月 日以後 特例）

平成 年 月 日以後 実施 野菜又 花

関 退職後継者等研修推進事業 対 条例

適用 、第 条 表 項中「退職後継者等

研修推進事業 実施 市町村」 、「平成

年 月 日前 交付決定 退職後継者等研修推

進事業補助金 係 野菜若 花 関 退職後

継者等研修推進事業 実施 市町村」 。

附 則

～ 略

（平成 年 月 日以後 特例）

平成 年 月 日以後 実施 次 表 左欄
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の
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附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県園芸産地担 手確保対策事業助成条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県園芸産地担 手確保対策事業助成条例 一部 改正 条例

鳥取県園芸産地担 手確保対策事業助成条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「移動項」 。） 対応 同表 改正後 欄

中項 表示 下線 引 項（以下「移動後項」 。） 存在 場合 、当該移動項 当該移動後項

、移動項 対応 移動後項 存在 場合 、当該移動項 削 、移動後項 対応 移動項 存在

場合 、当該移動後項 加 。

この は から する

い の を する をここに する

い の を する

い の を のように する

の の の の に が かれた という に する の の

の に が かれた という が する には を

とし に する が しない には を り に する が

しない には を える
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４ １
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鳥取県条例第 号33
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掲 事業 、第 条 規定 、

同日前 交付決定 同表 右欄 定 補助金

係 当該事業 実施 市町村 当該補助金 交付

。

退職後継者等研修推進
事業

退職後継者等研修推進事
業補助金

果樹園規模拡大等推進
事業

果樹園規模拡大等推進事
業補助金

果樹作業受託推進事業 果樹作業受託推進事業補
助金

略

略

略

略

改 正 後 改 正 前

（占用等 許可）

第 条 甲種漁港施設（水域施設 除 。） 占用 、

又 当該施設 定着 工作物 新築 、改築 、増

築 、若 除去 者 、知事 許可

受 。

略

第 項 占用 期間 、 月（工作物 設置 目的

占用 、 年） 超

。 、知事 特別 必要 認 場合

、 限 。

（占用等 許可）

第 条 甲種漁港施設（水域施設 除 。） 占用 、

又 当該施設 定着 工作物 新築 、改築 、増

築 、若 除去 者 、知事 許可

受 。

略

第 項 占用 期間 、 月（工作物 設置 目的

占用 年） 超 。

、知事 特別 必要 認 場合

、 限 。

げる については の にかかわらず

に された の に める に

る を する に を す

る

の

を く を し

は に する を し し

し しくは しようとする は の を

けなければならない

の の は の を

とする にあっては を えることができな

い ただし が の があると めた に

おいては この りでない

の

を く を し

は に する を し し

し しくは しようとする は の を

けなければならない

の の は の を

とする にあっては を えることができない

ただし が の があると めた におい

ては この りでない

３

５

６

６

７

２

３ １ １

５

２

３ １ １

３
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附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県漁港管理条例及 鳥取県港湾管理条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県漁港管理条例及 鳥取県港湾管理条例 一部 改正 条例

（鳥取県漁港管理条例 一部改正）

第 条 鳥取県漁港管理条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

（鳥取県港湾管理条例 一部改正）

第 条 鳥取県港湾管理条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表

この は から する

び の を する をここに する

び の を する

の

の を のように する

の の の が かれた を の の が かれた に める

の

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

15

15 18

34 16

35

４ １

３

１

２ ６

鳥取県条例第 号34
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改 正 後 改 正 前

（使用期間）

第 条 港湾施設 使用期間 、 年以内（港湾施設用

地 工作物 設置 場合 、 年以内）

。 、期間 更新 妨 。

別表第 （第 条関係）

及 略

備考

第 種電柱、第 種電柱及 第 種電柱 、

別表第 備考 規定 第 種電柱、

第 種電柱及 第 種電柱 。

～ 略

別表第 備考 及 規定 、占用料等

額 準用 。

（使用期間）

第 条 港湾施設 使用期間 、 年以内（港湾施設用

地 建物 設置 場合 、 年以内）

。 、期間 更新 妨 。

別表第 （第 条関係）

及 略

備考

第 種電柱、第 種電柱及 第 種電柱 、

別表第 備考 規定 第 種電柱、

第 種電柱及 第 種電柱 。

～ 略

別表第 備考 及 規定 、占用料等

額 準用 。

４ １

５

２

１ ２

１ １ ２ ３

１ １ １

２ ３

２ ５

６ １ ４ ５

４ １

５

２

１ ２

１ １ ２ ３

１ ２ １

２ ３

２ ５

６ １ ５ ６

の は

に を する にあっては と

する ただし の を げない

び

び とは

それぞれ の に する

び をいうものとする

の び の は の

について する

の は

に を する にあっては とす

る ただし の を げない

び

び とは

それぞれ の に する

び をいうものとする

の び の は の

について する

12 13

改正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

の が かれた に める

この は から する15 ４ １
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